
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（福祉部局支援者向け）個別避難計画作成マニュアル 

 

 過去の災害で高齢者や障がいのある方が被害を受けていることを踏まえ、災害時に避難支援等を

実効性のあるものとするために「個別避難計画」の作成が市区町村の努力義務となっています。 

 こうした背景から、武豊町としても［災害時に誰一人取り残さない防災］を目指します。 

 計画の作成を通して、当事者や地域や支援者同士がつながることで、あらゆる地域課題の解決策

の糸口をみつけ、地域のつながりの再構築につなげます。 

個別避難計画作成の目的 

個別避難計画の作成対象者 

１．肢体不自由の障がいの程度が１級～３級、視覚障がいの程度が１級～２級、 

聴覚障がいの程度が２級 の身体障がい者 

２．要介護認定を受けている方のうち、要介護３以上の方 

３．精神障害者保健福祉手帳１級～２級を所持する方 

４．療育手帳Ａ及びＢを所持する知的障がい者 

５．障害者総合支援法による障害福祉サービス等を受ける難病患者 

６．ひとり暮らし高齢者であって、町に登録されており名簿の登録を申請する方 

７．高齢者（６５歳以上）のみの世帯で名簿の登録を申請する方 

８．上記以外で町長が支援を必要と認めた方 

（例：家族と同居しているが昼間は１人になる高齢者の方など） 

＝避難行動要支援者名簿の情報共有に同意している方 

対象者別の個別避難計画作成の支援者 

上記「個別避難計画の作成対象者」 

（避難行動要支援者名簿の情報提供に同意している方） 

障がいのある方 介護認定のある方 

障害福祉サービス利用者 

＝相談支援専門員と作成 
サービスを利用していない方 

介護福祉サービス利用者 

＝ケアマネジャーと作成 

対象者が住む自治会への加入者 

＝各区の自主防災会と作成 

サービスを利用しておらず、区に未加入の方 

※作成体制が整い次第、作成に協力する支援者を決定 

計画作成の必要性について 

継続的に啓発を行います 

ただし、住民票は町内でも 

居住地が町外の場合は、 

作成対象外となります。 

サービス利用者でも区加入者で

自主防災会に計画作成を希望す

る場合 

サービス利用者でも区加入者で

自主防災会に計画作成を希望す

る場合 



 

  役場（福祉課） 対象者 相談支援専門員 or ケアマネジャー 

障

害

の

あ

る

方 

1 
サービスの更新に合わせて対象者に

個別避難計画作成の通知（※）を送る 

サービス更新案内の通知と 

個別避難計画の通知が届く 
 

2 

更新手続き時に個別避難計画作成の

書き方とその後の流れを説明 

（区加入者で区の自主防災会に緊急時の

支援者の設定や計画作成をして欲しい場

合は、福祉課から防災交通課へ対象者を

伝達） 

更新手続きのため福祉課に行く  

3  
個別避難計画の用紙を記入する 

特に支援者を誰にするか確認 
 

4  
相談支援専門員とサービス更新の

面談の際に個別避難計画を提出 

サービス更新の際、個別避難計画

の内容を確認・記入補助 

5 
提出された個別避難計画を確認し、 

写しをとり、防災交通課と共有 

相談支援専門員から写しを受け取

り、自宅にて保管 

個別避難計画の写しを２部作成 

（対象者本人用と相談員保管用） 

役場福祉課には原本を提出 
【個別避難計画作成手数料請求書】も併せて役場に提出 

介

護

認

定

の

あ

る

方

1 
対象者に個別避難計画作成の通知

（※）と用紙を送る 

個別避難計画作成の通知と用紙が

届く 
 

2  

個別避難計画の用紙を記入する 

特に支援者を誰にするか確認 

（区加入者で区の自主防災会に緊急

時の支援者の設定や計画作成をして

欲しい場合は、福祉課から防災交通課

へ対象者を伝達） 

モニタリング時に個別避難計画の

内容を確認・記入補助 

3 
提出された個別避難計画を確認し、 

写しをとり、防災交通課と共有 

ケアマネジャーから写しを受け取

り、自宅にて保管 

個別避難計画の写しを２部作成 

（対象者本人用とケアマネジャー

保管用） 

役場福祉課には原本を提出 
【個別避難計画作成手数料請求書】も併せて役場に提出 

 
 
ハザードマップについては、町ホームページにてご確認ください 

◆支援者が作成するもの 
・個別避難計画様式（表面）  

・個別避難計画様式（裏面） ※特記事項で「避難先で伝えたいこと」や服薬の内容、要配慮事項を記載 

 ⇒服薬の内容など書ききれない場合は［服薬に関する事項 別紙］様式を活用 

・参考：個別避難計画様式（自主防災会作成用）※自主防災会が作成する場合は、別の様式になります 

◆対象者に渡すもの 
・武豊町防災ガイドブック 

・避難判断フローチャート 

 

 

 

 

個別避難計画の作成にあたって 

個別避難計画の作成の流れ 
（※）福祉課から対象者へ、・個別避難計画の記載例 ・個別避難計画の様式 

 ・避難行動要支援者名簿登録の際の情報を反映させた書式 の３点を送ります 

問い合わせ先 武豊町役場 福祉課 

電話  0569-72-1111（代表） 

E-mail fukushi@town.taketoyo.lg.jp 



 

 

特に確認してほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        【指定している一次開設避難所】 

施設名 対象地区 

武豊小学校  市場区、小迎区、上ケ区 

富貴小学校  富貴区、富貴市場区、新田区、市原区 

緑丘小学校  北山区、中山区、玉西１区、緑区 

武豊中学校  下門区、馬場区、上ケ区、玉東区 

富貴中学校  大足区、東大高区 

武豊高校 玉西２区、原田区 

総合体育館 － 

町民会館 － 

個別避難計画の作成により、

避難行動等関係者に個人の 

情報が共有されることを説明 

※対象者が共有拒否の場合、 

 作成対象とはなりません 

自治会に加入しているか確認 

本人が理解されていない場合

は、福祉課に連絡 

※福祉課より防災交通課へ確

認し回答します 

支援団体や支援者が支援内容

について同意しているか対象

者に確認 

⇒計画作成後は、対象者が 

支援者等に計画を配布 

第１、２、３、自治会までの 

１か所は記載していること 

（自治会に入っていない場合） 

一次開設避難所について 

居住地が所在する自治会に応

じてご記入ください 
 

一時避難場所について 

・避難を希望する場合は、福祉

課へ相談ください。 

・避難を希望しない場合は、近

くの広場など安全に避難で

きる場所をご記入ください 

（表面）の記入方法について 

避難所・避難経路の書き方について 

個別避難計画における「避難所」欄は、町が指定してい

る【一次開設避難所】とする必要はありません。 

在宅避難を想定している方も、自宅が使えなくなること

もあります。一次開設避難所などへ避難すると想定して記

載してください。 

なお、福祉避難所への直接避難はできません。 

緊急時の支援団体又は支援者と 

地震等災害発生時の項目の 

全て変更が生じた場合に限り、

更新手数料の支払が発生 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の内容のほかに特に避難

に関する困りごとや周りに配

慮してほしい事項を聞き取っ

て記入 

服薬の内容について、紙面内に

書ききれない場合は、【服薬に

関する事項 別紙】に記入 

３～１８は、本人への聞き取り

の上、必要な支援を記入 

▼災害時の福祉用具に 

ついて 
 

一次開設避難所に避難した

場合、避難先に十分な福祉

用具が整備されていない場

合があります。 

予め対象者に応じて、災害

時に必要となる備品を確認

しておくことが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武豊町防災ガイドブック

を参照の上、用意する防

災用品を確認しましょう 

① 対象者との面談の上、個別避難計画を作成し 

 ２部（対象者本人用と事業所控え用）写しを作成する 

 ※作成した個別避難計画は、対象者が支援者等に渡すよう伝える 

②［個別避難計画］（原本）と［机上訓練チェックシート］と

［個別避難計画作成手数料請求書］を福祉課に提出 

 

計画の提出と作成費の支払いについて 

（裏面）の記入方法について 



 

 

ご参考までに、自主防災会が作成する場合は、次の様式と記入例により作成されます。 

 

参考：個別避難計画様式（自主防災会作成用） 


